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京都府地球‖暖化対策条Fll施行規】J弟10条第1サ該当事業者 (大規模エネルギー使′,事業者 (万珊1に換算して1500キ ロリットル以上))

京都府地球温暖十ヒ対朱条171施行規lll第10条第2号Xは 第3号該当事業者 (大規模逆送事業者 (トラック又はバス100台以上/タ クシー150令以上

/鉄 道ti fli50いi以に)
京都府すじ球温暖化対策条例施行規則第10条第4,該 当事業者 (その他の瓶室効米ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3000ト ン以
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エネ設備の導入やロス低減活動により、出荷額当り排出童の1%自」販そ日消つ

‖ 辻 体 1 刊 工場長を統括者とする環境保全組織により、エネル千―月」肌計四り推進 ノ オロ~を 1丁なリ

年度 1設 1市 対 象、二犯等 i S 置内 容
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ト 製造部各 rl 製造設備逆転の効率化等により、出荷額当り排出立の1%を lll減する。
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( 17 )年 度

(工般化決共快算 ( t ) )

口林年度 く言r L H l '

(  1 9  )年 度
(工確化炭来換算 くt)〉

却J放準
(計画)
(%)

報告年度 咲 紙'
(18)年 度

(工陸化炭謀慎算 (1)) 雌帥∽A事 業所等排出区分 38856t 38076と -2 0 etl 42 841 0 t 103 %

B輸 送Ⅲ両排出区分 t t % t %

Cそ の他排出区分 1092t 1058t -24 % 894 4 t %

排出合計 39 94S t 39,142t 20 % Ⅲ                            43 735 4 t 95宅
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等

対策等の区分
貫年度 脩揮 報告年度 (

颯紅丑等 〔=酸 化炭碁披算 (1) ) 取純駐母 くこ能化炭来換耳 (1)

林の保全及こ (整備師flli ha く吸収堕) t 確 悔面微) (吸収丘〉 t

府内産の木材の利用 (利用 旦) rnl 〈lPl減蚊) t (利用上) (高4茂坐〉 し

自然エネルギーを利用した

電力又は熱の供給

(売こ監) kwh (削減量) t (売th) 【vb (路J滅盛) t

(然供洛曇) (HJ茂う1) t (然けヽ給量) CJ いⅢ斑駐) t

アリーン電力の1"入 (trl入駄) 【vh (削減駐) t (は人■) 〈削減丘〉 t

HⅢ波最等合計 3      00 t O t

丼引排出重

朝1出合計―削減や合計)

塊tlr年度 (実紙) 目標年度 (計画) 的J減客 (F十四) 報告年度 (実殺) 出J江4(水 紙〉

1        39 948 ↓ (,!て,J 391420 t 20 % ●コ●1                43735 t 95 %
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